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午前１０時００分 開会 

  ─────────────────── 

開 議 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 皆さん、おはようございま

す。 

 ただいまの出席議員数は１８名です。定足数に

達しておりますので、会議は成立いたします。 

 ただいまから、令和３年第２回七飯町議会臨時

会を開会いたします。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

  ─────────────────── 

町 長 挨 拶           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程に入る前に、本臨時会

の招集に当たり、町長より挨拶の申出があります

ので、これを許可いたします。 

 中宮安一町長。 

○町長（中宮安一） 議員の皆様、おはようござ

います。 

 本臨時会の開会に当たりまして、一言御挨拶申

し上げます。 

 本日は、令和３年第２回七飯町議会臨時会を招

集申し上げましたところ、議員の皆様に御参集を

賜り厚くお礼申し上げます。 

 さて、新型コロナウイルス感染症についてです

が、北海道においては、去る７月１１日に蔓延防

止措置が解除となりましたが、北海道独自の対策

として、７月１２日から８月２２日までの期間、

夏の再拡大防止特別対策が発令されました。 

 特に、札幌市は重点地域として、２１時以降飲

食店を利用しないなどの厳しい規制があります

が、渡島地域など、札幌市を除く地域には、飲食

は４人以内などの少人数、短時間などと規制の緩

和がなされています。 

 このような中での七飯町の感染状況は、７月１

日に１名の感染者がありましたが、本日まで感染

者は出ておりません。 

 ワクチン接種が進んでいるとはいえ、まだまだ

感染状況は下げ止まりで、いつ感染拡大になるか

分かりません。これまでどおり３密回避、マスク

の着用、手洗いなど基本的な感染対策の継続をお

願い申し上げます。 

 なお、七飯町のワクチン接種の状況ですが、７

月１５日現在、６５歳以上の高齢者では１回目接

種の方が約６７％、２回目接種の方が約３７％と

なっております。 

 本臨時会に提出いたします議案は、一般会計補

正予算の議案１件でございます。詳細につきまし

ては担当課長より説明してまいりますので、よろ

しく御審議いただき、議決賜りますようお願い申

し上げます。 

 また、教育委員会教育次長であります扇田誠で

すが、最近、心臓の調子が悪いとのことから検査

を受けたところ、血管の一部が細くなっていると

の指摘を受け、早急に処置が必要なことから本日

入院となりました。 

 よって、本臨時会には出席がかなわず、議員の

皆様には大変御迷惑をおかけいたしますが、御理

解のほどよろしくお願い申し上げます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 町長の挨拶を終わります。 

  ─────────────────── 

  日程第１ 

   会議録署名議員の指名 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 本日の会議録署名議員として、 

１５番 若 山 雅 行 議員 

１６番 川 上 弘 一 議員 

以上、２議員を指名いたします。 

  ─────────────────── 

  日程第２ 

   会期の決定 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第２ 会期の決定を議

題といたします。 

 お諮りいたします。 

 本臨時会の会期は、本日１日といたしたいと思

いますが、御異議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本臨時会の会期は、本日１日とするこ
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とに決定いたしました。 

  ─────────────────── 

諸 般 の 報 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） この際、諸般の報告を行い

ます。 

 地方自治法第１２１条の規定により本会議に出

席を求めた説明員は、その職、氏名を印刷してお

手元に配付のとおりであります。 

 次に、町政動向報告が町長より提出されており

ますので、お手元に配付しております。 

 以上で、諸般の報告を終わります。 

  ─────────────────── 

 日程第３ 

議案第３６号 令和３年度七飯町一般会

計補正予算(第４号) 

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 日程第３ 議案第３６号令

和３年度七飯町一般会計補正予算(第４号)を議題

といたします。 

 提案説明を求めます。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） それでは、議案

第３６号令和３年度七飯町一般会計補正予算（第

４号）について、提案説明申し上げます。 

 このたびの補正予算(第４号)ですが、第１条

は、既定の歳入歳出予算の総額に、歳入歳出それ

ぞれ３,９７７万５,０００円を追加し、総額を歳

入歳出それぞれ１１４億３,２１７万３,０００円

とする補正予算と、第２条は、地方債の追加及び

変更について定めるものでございます。 

 それでは初めに、歳出から御説明申し上げま

す。９ページをお開き願います。 

 最初に、２款総務費１項７目企画費は、まちづ

くり政策事業費として、このたび内閣府が所管す

る地域女性活躍推進交付金事業の補助採択を受

け、コロナ禍により経済的に困窮する女性等に対

する相談及び支援環境を整える生活困窮女性等つ

ながりサポート事業を実施するための委託料に１

７４万３,０００円を追加。 

 次に、３款民生費１項１目社会福祉総務費は、

社会福祉総務費（地域福祉）として、さきの６月

定例会で、補正予算を計上させていただき、現在

６名分の予算を確保している市民後見人養成研修

受講補助金は、さらに４名の受講者が見込まれる

ため、その補助金に１６万円を追加。 

 ６目社会福祉施設費は、社会福祉施設指定管理

費として、本町地区にありますすずらんゲート

ボール場の屋根部分がビニールハウスの劣化によ

り一部裂けている状態のため、その修繕料に２１

万５,０００円を追加。備品購入費は、授産施設

ぽぽろ館で農作業用に使用している耕運機が老朽

化により故障し、修繕もできないことから、作業

用機械購入費として２２万円を追加し、事業合計

で４３万５,０００円を追加。 

 次に、２項２目児童措置費は、大中山保育所運

営費として、保育所内の火災通報装置に不具合を

生じていることから、その取替修繕料に３２万

５,０００円を追加。 

 ４款衛生費１項２目予防費は、新型コロナウイ

ルスワクチン接種事業として、さきの６月定例会

で補正予算を計上させていただき、現在、個別接

種のほか集団接種も並行して行っておりますが、

今後さらに集団接種回数を増やすため、協力医師

等への謝礼金に３５４万８,０００円を追加。ま

た、集団接種時の補助業務として雇い上げする看

護師への報償金として１０万５,０００円を追加

し、事業合計で３６５万３,０００円を追加。 

 次に、４目環境保全対策費は、生活環境対策事

業費として、町内の特定空き家等の解体に係る補

助金で、当初予算において１軒分の予算を計上し

ておりましたが、現時点で２軒分の解体申請があ

ることから、不足する１軒分の補助金に５０万円

を追加。 

 ６目健康センター管理費は、健康センターアッ

プル温泉に２台設置している券売機のうち１台が

経年劣化により故障し、修繕ができないこと。ま

た、本年１１月から発行予定の新五百円硬貨への

対応もあることから、新たに券売機を２台導入

し、５年間のリース契約により借り上げするた

め、令和３年度の８か月分の借上料に５３万９,

０００円を追加。 

 ２項２目じん芥処理費は、廃棄物処理費とし

て、クリーンセンターの水処理設備動力制御盤に
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内蔵している制御装置が経年劣化により故障し、

早急に浸出水の水処理対応が必要なことから、施

設設備改修委託料として８２５万円を追加。 

 １１ページに移りまして、６款農林水産業費１

項５目町営牧場運営費は、町営牧場作業車管理費

として、城岱牧場で牧草管理に使用しているトラ

クターの動力伝達部、通称ＰＴＯ軸に故障が発生

したため、その修繕料に６７万円を追加。 

 次に、７款商工費１項２目観光費は、国からの

地方創生推進交付金を活用して実施する七飯町シ

ティプロモーション事業に関連した補正予算とな

りますが、七飯町が有する特産品のうち特に話題

性の高いお酒などの酒類商品について、観光大使

を起用したＰＲ動画を作成するための委託料に１

００万円を追加。 

 ８款土木費２項１目道路橋りょう維持費は、町

道等の随時補修舗装工事に５００万円を追加。同

じく町道等の交通安全施設の補修工事に１５０万

円を追加。補修用の原材料費として、道路橋りょ

う補修用原材料費１４０万円を追加し、事業合計

で７９０万円を追加。 

 ２目道路橋りょう新設改良費は、町道等単独改

良事業費として、町内巡回パトロールにより、道

路に損傷がある町道の舗装整備や町内会からの要

望による排水整備及び路肩拡幅等の改良工事を実

施するため、各地区新設改良等工事に１,３６０

万円を追加。 

 最後に、１０款教育費１項２目事務局費は、対

外競技参加費として、中体連の各種競技におい

て、陸上、卓球などが全道大会への出場を決めて

おり、また、今後開催される各種目の大会参加費

に不足が見込まれることから、対外競技等参加補

助金に１００万円を追加するものでございます。 

 続きまして、７ページの歳入にお戻り願いま

す。 

 １４款国庫支出金１項２目衛生費国庫負担金

は、保健衛生費負担金として、新型コロナウイル

スワクチン接種負担金６２３万１,０００円の追

加。 

 ２項１目総務費国庫補助金は、総務管理費補助

金として、生活困窮女性等つながりサポート事業

の経費に対する補助率４分の３の補助で、地域女

性活躍推進交付金１３０万７,０００円の追加。 

 ３目衛生費国庫補助金は、保健衛生費補助金と

して、特定空き家等解体事業の経費に対する補助

率２分の１の補助で、社会資本整備総合交付金２

５万円の追加。 

 ６目商工費国庫補助金は、観光費補助金とし

て、特産品ＰＲ動画作成等業務委託に係る補助率

２分の１の補助で、地方創生推進交付金５０万円

の追加。 

 １５款道支出金２項２目民生費道補助金は、社

会福祉費補助金として、市民後見人養成研修受講

補助金に係る全額補助対象の権利擁護人材育成事

業費補助金１６万円の追加。 

 １９款繰越金１項１目繰越金は、前年度繰越金

として１,０３２万７,０００円の追加。 

 ２１款町債１項１目衛生債は、清掃債として、

クリーンセンターの整備改修委託に伴う起債とし

て、廃棄物処理施設整備事業債７４０万円を新た

に追加。 

 ２目土木債は、道路橋りょう債として、町内各

地区の新設改良等工事に伴う起債として、町道単

独改良整備事業債１,３６０万円を追加するもの

でございます。 

 続きまして、この町債の追加に伴う地方債補正

の説明といたしまして、３ページにお戻り願いま

す。 

 第２表、地方債補正の追加及び変更となりま

す。 

 １の追加となるのは、先ほど説明しました廃棄

物処理施設整備事業で、限度額を７４０万円に定

めるものとなり、２の変更については、町道単独

改良整備事業で、歳出予算の増額に併せ、限度額

を３,２４０万円から４,６００万円に変更するも

のでございます。 

 なお、起債の方法、利率、償還の方法につきま

しては、議案に記載のとおりでございます。 

 提案説明は以上でございます。よろしく御審議

を賜りますようお願い申し上げます。 

○議長（木下 敏） これより、質疑を許しま

す。 

 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） それでは、質問させていた
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だきます。 

 一般の１０ページ、１２の委託料に関してで

す。これは、地域女性活躍推進交付金ということ

で、これは国、道の補助金という形で実施される

ということですけれども、委託料ということに

なっておりますけれども、この委託というのは、

事業の企画の委託なのか、その辺ちょっと、企画

費になっていますので、企画の内容を検討しても

らうという委託料に考えられるわけですけれど

も、その辺について説明をもう少しお願いしたい

と思います。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） それでは、まちづ

くり政策事業費にございます生活困窮女性等つな

がりサポート事業委託料に関連して、御質問ござ

いましたので答弁させていただきます。 

 こちらの事業につきましては、国庫補助事業と

いうことで、今回採択を受けて、事業について補

正させていただいた内容でございます。 

 今回、補助のメニューといたしましては、町が

任意団体、ＮＰＯ等に委託する事業につきまし

て、補助採択ということでなってございます。 

 今回、この予算につきまして、企画費に計上し

てございますが、総務部政策推進課では、主に企

画費のほうで事業予算等を計上しているものです

から、企画費に計上してございますが、この事業

について企画をお願いするといった趣旨のもので

はないということで御理解をお願いしたいと思い

ます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 何かよく理解できないとこ

ろがあるのですけれども、生活困窮女性というこ

とで、実際に町内にそういった女性がどのくらい

いるのかという把握は町はしておられるのか。そ

して、そういった女性に対してどのようなサポー

トをするという考えに基づいてこの事業が想定さ

れているのか、もう少し説明をお願いします。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） それでは、今回の

事業についてもう少し深く説明させていただきた

いと思います。 

 今回、この事業につきましては、コロナ禍によ

る生活困窮や生活不安を抱えます女性等に対する

相談支援業務を実施しまして、相談者の状況に

よって生理用品、感染防止のためのマスク等を配

布する生活困窮女性等つながりサポート窓口設置

事業を実施するものでございます。 

 今回、七飯町男女平等参画推進協議会に御協力

をいただき、委託するということになっておりま

して、委託料を予算計上となってございます。 

 この事業の内訳でございますが、実際に委託料

として発注させていただく内容でございますが、

８月から２月までの大体７か月間の事業実施を予

定してございまして、構成するものといたしまし

ては、人件費として、相談員の報酬が７０日分で

２８万円です。また、事業を行うための消耗品

と、また、広告やチラシ、ポスター作成の費用、

封筒の印刷ですとか、そういったもので消耗品を

若干持ってございますが、生理用品等の生活必需

品の配布ということも考えてございまして、町内

小中学校と高校で生理用のナプキンやサニタリー

ショーツ、そういったものを購入しまして配布す

るということを考えてございます。購入費用とい

たしましては８５万円を想定しております。 

 また、活動に当たりましては、車両の燃料費

等、また、車両に係る部分で経費を見ておりまし

て、そのほか女性等が相談をしてもらえるような

相談居場所づくりの会場というものを七飯町内に

３か所予定をしてございます。公共施設ではなく

て町内の食堂や喫茶店を会場としまして、できる

だけ相談しやすいような環境をつくってまいりた

いと考えてございます。 

 設置の日時でございますが、毎月第１と第３の

水曜日の午後に設置できればと思ってございま

す。そういった会場の使用料も若干見込んでいる

ところでございます。 

 また、今回対象となる方々でございますが、潜

在的に困られているという方もいらっしゃるとい

うことで、掘り起こしといった性質を持ってござ

いますので、実際どのくらい使われる方というの

はなかなか難しいところでございますが、参考

に、例えば小中学校の女性の人数でございます

が、小学校で、高学年でいいますと４年生から６
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年生ですと七飯町内で３７１名ございます。ま

た、町内の中学校の女生徒ですけれども３２２

名。そして七飯高校の女生徒数ですが１５３名ご

ざいます。通われている学生ですが、合計で８４

６名が学生で、対象になるのかなと思ってござい

ます。 

 町内の女性の割合でございますが、町内の人

口、６月末で２万８,０００人でございますが、

女性の数といいますと１万５,０９１人でござい

ます。赤ちゃんから各種年代がございますので、

一概に皆さん使われるかということはなかなか言

い難いところでございますが、最大の分母といた

しましては１万５,０９１人が対象になると考え

ているところでございます。 

 この事業につきましては、どういった方々が使

われるかという把握は困難でございますが、そう

いった事業の掘り起こしといった意味もございま

すので、御理解のほどよろしくお願いいたしま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 上野武彦議員。 

○９番（上野武彦） 今回、コロナ禍において、

特に、生活困窮という形で発生しているものもあ

ると思うのですけれども、この事業は、先ほどの

相談の内容からいいましても、生活困窮を支援す

るという部分的なものはありますけれども、本当

に困窮している、そういった女性への生活支援と

いうことは全く、具体的な経済的な支援というこ

とにつながるような事業は考えておられないの

か。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 具体的な事業のほ

うにつながる部分でございますが、まず、既存の

事業として、例えば生活困窮で申し上げますと、

生活困窮、就労、悩み相談といたしまして、生活

就労サポートセンターおしまということで支援体

制がつくられてございます。そういった部分で相

談を、専門的な視点で相談に乗っていただくとい

うところもございますので、そちらのほうにつな

げていくということでも今回の事業としては有意

義ではないかと思ってございます。 

 また、実際に資金的な融資ですとか、そういっ

た部分、また、生活困窮の相談とかございますけ

れども、資金につきましては、北海道の社会福祉

協議会等で貸し付け等を行ってございますので、

そういった部分につなげられるよう、七飯町社会

福祉協議会とも連携しながら事業を実施してまい

りたいと思ってございます。 

 また、生活困窮に関して申し上げますと、七飯

町の福祉課の地域福祉係でもそういった部分に相

談に乗れる体制になってございますので、そう

いった部分で広域的な関係でサポートできればな

と思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 今の同僚議員の続きなので

すけれども、国のほうから出ている留意事項とい

うのを読ませていただくと、本事業の対象事業と

しては、アウトリーチ型の支援、訪問支援という

ことです。それから、カウンセラーなどの専門相

談、ＳＮＳの相談、２４時間電話相談、関係機関

や団体への同行支援、女性がお互いに支え合うピ

アサポートのための居場所の提供、これらの事業

に付随して、対象となる女性に対する生理用品等

の生活必需品の提供を行う。最後に、不安を抱え

る女性が社会との絆、つながりを回復することが

できるよう上記の事業に準じる取組をするとある

のですけれども、この中で、訪問支援ということ

はどういうことをやるのかというのが１点。 

 それから、カウンセラーなどの専門相談、それ

からＳＮＳ相談、２４時間電話相談とあるのです

けれども、専門のカウンセラーというのは用意す

るつもりがあるのかどうか。まさか１人というこ

とはないと思うし、２４時間電話対応ができると

いうことは、それなりの人間を配置するというこ

とだと思うのですけれども、その辺はどうなの

か。 

 それから、関係機関や団体への同行支援と書い

ていますけれども、具体的にどういう団体とか関

係機関なのか。 

 それから、女性がお互いに支え合うピアサポー

トのための居場所の提供。居場所の提供というの
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は具体的にどういうことを言っているのか、そこ

のところをお願いしたいと思います。 

 それから、具体的に男女共同参画推進協議会と

いう団体という言葉が出てきたので、そこのとこ

ろが任意団体なのかどうか、ＮＰＯだとかいろい

ろあると思うのですけれども、どういう団体なの

かということ。そこが例えば委託料の１７４万

３,０００円を受けるだけの、例えば資金面だと

か、そういうものが十分あるのかどうか、それか

ら人の配置ができるのかどうか教えていただきた

い。 

 次に、１０ページの７の報償費の新型コロナウ

イルスワクチン接種、７の報償費で、団体接種協

力医師等の謝礼金、それから看護師の報償金とあ

るのですけれども、これというのは団体接種でや

ろうが個人接種でやろうが、町は全員分を、接種

するということで予算を最初から組んでいるので

はないかと思うのですけれども、そうではないの

か、そこを教えていただきたい。 

 一般の観光費の１２番の委託料で、観光大使と

連携した特産品ＰＲ動画作成等業務委託料、ち

らっと聞いた話の中で、お酒を宣伝するという

か、ＰＲするという内容なのか、それ以外のもの

は考えているのかどうか。七飯町でやるのだか

ら、お酒というと七飯町といったら１か所しかあ

りません。それだけのためということはもったい

ない話なのですけれども、どうなのか。 

 以上、お願いします。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） それでは、まず１

点目の女性つながりサポートの部分について、一

つ一つお答えしてまいりたいと思います。 

 まず、補助要綱との関係でございます。補助要

綱自体はとても広い範囲で設定してございますの

で、その部分全てを七飯町のほうで実施できると

いうことではございません。 

 今回、七飯町で委託で組んでいる事業は大きく

三つございます。まず一つが、相談できるような

拠点を３か所設置するのですが、そこに来ていた

だくというような事業。そしてもう一つが、相談

に来られない方がお電話をいただいて、そちらの

ほうに向かう事業が二つ目。そしてもう一つが、

学校等に生理用品等を配布するといった事業に

なってございます。 

 そういった意味で申し上げますと、訪問支援型

といいますと、基本的には、会場に来られないと

いうことで、電話をいただいて、出向いて相談に

乗るということを考えてございます。 

 会場で設置する相談窓口につきましては、１か

所当たり２名程度を相談体制としてつくっていき

たいと思ってございますので、３か所でございま

すので、６名は必須になろうかと思ってございま

す。 

 また、電話等で相談連絡先をお示しすることに

なりますが、基本的には、３か所程度はいつでも

取れるようにするつもりでございます。２４時間

体制ということではなくて、時間を限らず受けら

れる形になろうかと思ってございます。 

 また、周知の方法でございますが、ＳＮＳとい

う先ほどお話ございましたが、まず、チラシです

とかポスターとかを配布する予定でございます

し、町のホームページ等でお知らせしてまいりた

いと思ってございます。ＳＮＳ等についても可能

であれば、導入できるか検討できればと思ってご

ざいます。 

 あと、同行支援につきましてですが、先ほどア

ウトリーチ型という部分で、職員が出向くという

ところでございますが、こちらの部分、どのくら

いになるのか余り見込めていないのですけれど

も、そこの部分は、まず電話を受けて出向いて、

相談内容によっては専門性がなかなか満たせない

部分もございますけれども、そういった部分は適

切なところにつなげるという形を進めてまいりた

いと思ってございます。 

 また、今回、相談員をされる方、また、事業に

携わる男女平等参画推進協議会の方々も、スキル

アップを図るために、今週もう一度勉強会を進め

て、実際にどこの相談窓口が適切な場所になるの

か、そういった部分も今後進めてまいりたいと

思ってございます。 

 また、今回、七飯町社会福祉協議会の団体でご

ざいますが、こちらはＮＰＯということではなく

て、任意団体でございます。 

 以上です。 
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○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） それでは、

１０ページの報償費、新型コロナウイルスワクチ

ン接種事業の部分について御説明させていただき

ます。 

 この報償費につきましては、ワクチン接種のス

ピードをより一層早めていきたいということで設

けた集団接種の内容でございます。議員おっしゃ

るとおり、もともと全員分の医療機関に支払う町

民のための委託料ということは備えておりますけ

れども、これを報酬費の集団接種のほうに振り替

え、この分で、集団接種で受けられた方の委託料

については、将来的には減額して整理していきた

いと、そういう有効的に予算を活用してまいりた

いと思いますので、御理解のほどよろしくお願い

いたします。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 私のほうからは、

観光大使と連携した特産品ＰＲ動画作成等業務委

託料の関連で御答弁申し上げたいと思います。 

 今、御質問にありましたとおり、七飯町におき

ましては、非常に数多く魅力的な特産品がござい

ます。これらにつきましても、様々な事業を通じ

しましてＰＲをしているところでございます。 

 このたびは、特に３５年ぶりの酒蔵が誕生しま

して、日本酒が特産品の一つに、ラインナップに

加わったと。その以前にもワインだとか地ビール

等、こういったお酒に関するものにつきまして

は、数多くの特産品があり、人気があるところで

ございます。 

 今回は、このような状況で新たに加わった日本

酒を加えまして、お酒をテーマとして、食を通じ

た七飯町のシティプロモーション事業を展開して

まいりたいということで予算を計上させていただ

きました。 

 このような魅力的な特産品、このたびは特にお

酒に着目してテーマを立てたところでございます

が、今後につきましても、その他の特産品もタイ

ミングを捉えまして、随時効果的な七飯町のシ

ティプロモーション事業につながるように努めて

まいりますので、御理解のほどよろしくお願いい

たします。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） どうもつながりサポート、

具体的なものが見えてこないというか、相談業務

が主だと言っているのですけれども、こういう業

務というのは、例えば先ほど学校関係が何名何名

という話も出ていたのですけれども、そういうの

は教育委員会のほうとか、そういうところでやっ

ているのではないかと思うのです。それを改めて

男女共同参画推進協議会がやらなくてはいけない

というのが、何なのかというのがどうも見えてこ

ないというところがあります。 

 居場所の提供ということは、女性の困窮者に対

して、この予算がある中で、ずっとそこの場所に

とどまるということを認めるということでいいの

かということですか。 

 それから、先ほど２４時間ではないという話を

していたのですけれども、２人の相談員がいます

けれども、その２人の相談員というのは、具体的

にはどういう方を考えているのか、相談員とし

て、どういう職種というのか、どういう経験者を

考えているのか教えていただきたい。 

 先ほどの質問で一つ答えが抜けたのが、男女共

同参画推進協議会というのがＮＰＯなのかどうか

分からないので、もう１回、任意団体でいいのか

ということです。団体としてどういう活動をし

て、どれだけの資金を持って行動しているのか、

その点お願いします。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） それでは、一つず

つ説明させていただきたいと思います。 

 まず、学校で事業等をやっているのではないか

というところでございますが、女生徒に対します

生理用品の配布等につきましては、学校のほうで

は、生活困窮で本当に困られた場合には、保健室

等で相談に乗っているという状況もございます

が、その部分ではもう少し足りないかもしれない

という部分もあって、今回考えたところでござい

ます。 

 ただ、保健室で実施しているものも、寄附だと

かで頂いたものを活用しているようでございます

ので、十分な数があるとは思っていなかったとこ

ろでございます。 
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 今回、アウトリーチ型で、実際に２４時間とま

ではいきませんが、２名体制ということで、相談

をさせていただくという内容でございますが、男

女平等参画推進協議会の会員によって行うという

ところでございます。 

 全ての課題に十分な対応できるかどうかという

のはなかなか難しいところでございますので、ど

ういった経験があったかというところは、なかな

か答弁等は難しいところでございますが、ただ、

相談内容について、例えば暴力ですとか子育てに

困るですとか、生活困窮ですとか、もしかすると

法律とか、幅広い中で対応するような、適切な場

所につなげるようなスキルを持った方が相談員と

なろうかと思ってございます。 

 また、七飯町男女平等参画推進協議会の法的な

法人の位置づけというところでございますが、法

人ではなくて、ＮＰＯ法人でもなく、任意団体で

ございます。七飯町社会福祉協議会自体は、２０

年ほど前から継続的に実施している団体でござい

まして、構成は、日本赤十字の奉仕団七飯分団、

ＪＡ新はこだて七飯町女性部、七飯町しおん会、

ボランティアサークル金曜会、七飯町商工会女性

部、七飯更生保護女性会、七飯町女性団体連絡協

議会の代表者の方という方々で構成されてござい

ます。 

 十分な資金があるということではございません

が、これまでも２０年間、実績として、男女平等

参画につきましては、研修会等学習してきたとい

うところでございますので、資金的にはなかなか

難しいところでございますが、町の委託料の中で

事業実施を適切にしていただける団体だと思って

おりますので、御理解のほどよろしくお願いいた

します。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 横田有一議員。 

○１番（横田有一） 最後なのですけれども、課

長は、今の言い方でいくならば、協議会というの

は、あくまでも社協の一部だというのだったら、

何で社協で契約しないですかということになる。

２０年の歴史が云々というならば。そこにちょっ

と矛盾があるのではないかと思う。それならば、

社協の一部分だったら社協が契約してくれるの

だったら、我々は、社協がやるのだったら大丈夫

ですというふうになると思う。それだけの歴史も

あるだろうし、そういうものだと。でも契約は違

うのでしょう。そこだけ確認させてください。 

 それから、教育委員会に聞きたいのですけれど

も、教育委員会としては、女生徒の生活困窮の問

題については、ふだんから接触というのか、関

わっていないのかということを聞きたい。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 七飯町の社会福祉

協議会と男女平等参画推進協議会の関係でござい

ますが、今回この補助事業を申請する段階で、こ

の事業等をお引き受けいただける団体ということ

も、社会福祉協議会のほうとも相談させていただ

きました。現実的にはなかなか難しいというよう

な七飯町社会福祉協議会のほうからいただきまし

た。 

 難しい理由というのが、この事業自体、急にと

いいますか、なかなか時間のないところでありま

して、募集期間も短期間だったものですから、そ

ういった意味でもなかなか難しいという判断をさ

れたのかと思ってございます。 

 そういった意味で、七飯町の男女平等参画推進

協議会とも相談させていただいて、今回、提案さ

せていただいたというような経緯でございますの

で、御理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） それでは、学校で

の相談関係ということなので、私のほうから答弁

してまいります。 

 学校のほうでは、当然養護教諭の先生がおりま

すので、その中で、女生徒のほうから相談があっ

た場合、また、緊急的にそういうものが必要に

なった場合は、保健室のほうでそういうものを貸

与するということで進めてきているところでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

 田村敏郎議員。 
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○５番（田村敏郎） それでは、何点かお聞きし

たいと思います。 

 まず１点目ですけれども、先ほどから話が出て

おりましたけれども、まず、生活困窮というのは

どういう状態を想定しているのか、それが見えな

いものですから、なかなか私もイメージ的に見え

てこないといいますか、そういうことがあります

ので、まず、生活困窮女性等とありますけれど

も、この部分の定義と言えばおかしいのですけれ

ども、どういうふうな捉え方をしたらいいのか。 

 というのは、先ほどいろいろ聞いていますと、

小学生、中学生、高校、一般の女性というような

話で、女性総体が１万５,０００人強というよう

なことでお話ししていますけれども、そのうちの

中の特に生活困窮女性という、そういう方々に対

するサポートをどうするかという事業だと思うの

ですけれども、まず、生活困窮女性の捉え方と

いったようなものをまず教えていただきたいと思

います。 

 それから、事業が８月から２月ということで出

ておりましたけれども、通常、事業展開というの

は３月、年度末までというような考えですけれど

も、２月ということで、特に８月から、これから

取り組むというのは８月からでもやむを得ないで

しょうけれども、２月というのがちょっと理解で

きませんので、そこら辺を２点目。 

 それから、支給用品ですけれども、マスク、そ

れから生理用品等という、生活必需品と言われて

いますけれども、具体的にマスクと生理用品を

言っているのか、もっともっとほかのものを想定

しながら考えているのか、それをまず、この３点

です。 

 それから、福祉課のほうは、この事業を展開す

るに当たりまして、常日頃、民生委員と福祉に関

して様々な意見というか、連携しながらやってい

ると思うので、この事業を展開するに当たりまし

て、福祉課はどういったような支援を逆にしてい

くのか、そういったようなことをお聞きしたい。 

 それからもう一つは、先ほども出ましたけれど

も、教育委員会。教育委員会は、特に準要保護の

事業を展開しているということを考えれば、先ほ

ど小学生何人、中学生何人よりも、さらに生活

に、経済的なものに困窮した児童生徒の把握とい

うのは容易にできると思うのです、ある程度。そ

ういう意味からすると、準要保護の実態といった

ものを、今回の事業に対してどういった連携を考

えているのか、そこら辺を教えていただきたい。 

 それから次に、先ほど出ましたけれども、観光

大使と連携した特産品云々という話ですけれど

も、この１００万円というのは支払先はどこなの

か、それをちょっと教えていただきたいというこ

とと。 

 それから、シティプロモーション事業云々とい

う話も出ましたけれども、これとは別にというこ

となのか、あるいはこの中の一部と考えたほうが

いいのか。というのは、事業費が４,５８０万

円、地方創生推進交付金というのが２,２９０万

円、これはシティプロモーション事業ですけれど

も、今回の１００万円の委託料というのはどこか

らの財源、内容は、地方創生推進交付金から１０

０万円という話ですけれども、２,２９０万円以

外に１００万円、国に申請して、もらうという話

なのか、そこら辺がなかなか私は理解できないも

のですから、この１００万円の出どころというの

ですか、それと支払先をちょっと教えていただき

たいと思います。 

 それから、道路橋りょう維持費の関係、１２

ページですけれども、町道等補修工事５００万

円、それから原材料１４０万円、それから交通安

全設備補修工事１５０万円、それぞれ出ています

けれども、通常、今７月ですから、当然当初予算

に計上してしかるべき考え方の経費ではないかと

私は思うのです。したがって、例えば集中豪雨が

あったとか、何らかの事情でこうなったというの

なら分かるのですけれども、今まで振り返ると、

そういうこともないということで、年度当初に議

決いただいたら、すぐ町民生活のプラスになるよ

うな対応をするということを考えれば、あえて今

７月に補正をするという意味がちょっと私として

は理解できない。むしろ年度当初に計上して、４

月あるいは５月に契約をして、６月にすぐ発注し

て、速やかに完成させるというのが筋ではないか

と私は思うのです。そういうことを考えると、今

の補修工事、今７月ですから、８月に契約して９
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月あたりからという流れになろうかと思うのです

けれども、少しでも早く町民の福祉の向上、利便

性の向上を考えた場合、当初予算でこういうのを

計上すべきではないのか、そこら辺の考え方を財

政課長のほうから聞きたいと思います。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） それでは、生活困

窮女性等つながりサポート事業につきまして、３

点御質問いただきましたので、その部分を答えさ

せていただければと思います。 

 生活困窮の度合いでございますが、今回、その

部分の生活困窮のイメージしているものは、幅広

くと思ってございます。よく生活保護の申請をし

ていなければ駄目ですとか、例えばハローワーク

のほうに相談に行っているとか、そういった部分

がないと駄目ですというような、貸付けの際とか

はそういった条件があるのですけれども、そう

いった制限をせず、できるだけ、長引くコロナ禍

でいろいろな事情によって生理用品などをなかな

か準備できない、生活に不安に抱えているという

ところで考えておりますので、不安に思われてい

る方を幅広く対応できればと思っているところで

す。 

 ２点目の事業期間の終わりが２月までという理

由でございますが、今回、補助事業につきまして

は、３月の末までに町のほうでお金の支払いを終

えていなければならない事情もございます。そう

いった完了実績等を考えますと、どうしても２月

末で一定程度事業を終了されて、３月中には全体

の事業費等を確定する必要があることから、２月

末までの実際の運用と考えているところです。 

 ３点目でございますが、今回、日用品等という

こともございますけれども、例えば洗剤だとかそ

ういったことは考えておりませんので、生理用品

等を考えております。サニタリーショーツ、ナプ

キン、場合によってはタンポンだとか、そういっ

た部分の生理用品というところで考えているとこ

ろでございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 福祉課長。 

○福祉課長（村山德收） それでは、今回の事

業、つながりサポート型の事業についての福祉課

の関わりについてでございます。 

 まず、今回のつながりサポート事業というの

は、不安を抱える女性に寄り添った相談支援等に

係るというものでございます。そういったところ

で、今まで埋もれていた不安を抱えている方が、

今回のこの事業で相談に行きます。相談を受け

て、相談を受けた先で例えば専門機関につなげた

らこうなのですね、こっちのほうがいいですね

と、多分いろいろなところにつなげてくれるとい

うところで、福祉課としてまず情報共有させてい

ただきます。そういうところで、各事業所に、こ

ういう相談の場合はこういう事業所、こういう機

関というふうに、いろいろと相談員と協力しなが

ら進めていくイメージでおります。 

 その後、支援機関でつながって、寄り添い型な

ので、民生委員とか地域の人たちが見守る形でお

願いするというのが基本的なイメージかと思って

おります。 

 この相談の中身の連絡先に福祉課の地域福祉係

等が入っていますので、そういったところでは、

私どもも相談機関の後方支援という形で参加させ

ていただくものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 学校教育課長。 

○学校教育課長（俉楼 司） 関連として、教育

委員会としての連携でございます。 

 議員おっしゃるとおり準要保護ということで、

教育委員会としても、そういう方たちの対策を今

現在もしているところでございます。 

 ただ、実際、今コロナ禍にあって、どのくらい

生活困窮者がいるかというのは、調査をしていな

いので、なかなかやってみなければ分からない部

分でございますけれども、そのようなものを学校

段階において、必要としている方たちに提供して

いくというものは、教育委員会としても進めてい

くと、進めていくべきだというところの連携を考

えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 七飯町特産品ＰＲ

動画作成等業務委託に関しまして御答弁をさせて
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いただきます。 

 まず、今回の委託の内容といたしましては、先

ほども御答弁していますとおり、このたび新たに

酒蔵が誕生しまして、魅力的な特産品が、またラ

インナップが増えたと。このタイミングを捉えま

して、今回はワイン、ビール、日本酒といったお

酒を中心として、この特産品と一緒に七飯町を

知っていただく。ＰＲをしていくということで提

案をさせていただいているところでございます。 

 また、業務内容につきましては、七飯町の観光

大使であります谷村志穂さんの御協力を賜り、さ

らに相乗効果を高めてまいりたいというような狙

いがございます。 

 今回の委託先につきましては、こういった事情

から谷村志穂氏のスケジュールの調整その他出演

を御快諾いただける、そういうことが可能である

動画作成の事業者に対して委託を行ってまいりた

いと考えているところでございます。 

 また、こちらの事業につきましては、地方創生

推進交付金を活用した事業の一環でございます。

先般御説明申し上げました恋人の聖地に関連する

全国１８の市町村と一緒になって、相乗効果を持

ちながらシティプロモーション事業を展開してい

きますという大きな枠組みの中の事業でございま

す。 

 また、このたびは国のほうから地方創生推進交

付金の今現在の上限額につきましては、事業費の

２分の１、２,２９０万円を上限として決定いた

だいているところでございます。この事業費の範

囲内で、こういった各種の事業に充当していっ

て、事業を展開していくというものでございま

す。 

 しかしながら、このたびは新型コロナウイルス

感染症の影響によりまして、充当予定でございま

す事業が実施できない可能性といったこともあり

ますことから、随時実施可能な事業に対して充当

していくと。交付決定いただいております地方創

生推進交付金２,２９０万円の範囲の中で、最大

限にこの財源を活用して事業を展開してまいりた

いと思いますので、よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） 私のほうから、

今回、道路橋りょう維持費ということで補正予

算、この部分については７９０万円提案させてい

ただいておりますけれども、道路橋りょう維持費

の総額としましては、本年度の当初予算３,４１

８万７,０００円、前年度は３,３８３万５,００

０円ですので、前年度と比較しますと、本年度に

ついては若干のプラス、増加で当初予算をつけて

おります。 

 今回、随時補修工事ということで、これは町内

パトロールなどを行った結果によって、随時補修

工事を早急に進めるべきものについて補正予算と

して提案しております。 

 今後についても、このような早急に実施しなけ

ればならない金額が発生した場合については、補

正予算などで提案して進めていきたいと思ってお

りますので、御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） まず、生活困窮女性の関係

ですけれども、２月ということは、支払いの関係

で、国の補助金ということを優先という話だと思

うのですけれども、正直言って、こういう女性に

寄り添って対応したいという事業であれば、私は

むしろ女性に対するある種の冒瀆のような気がす

るのです。２月にやめるというのは。やっぱり年

度末までやって、需要があるのであれば新年度も

さらに継続事業としてやっていくというのが筋で

すよ、これ。 

 特に、どういったようなものをやるのですかと

いったら、様々な形の生理用品の名前しか挙がっ

てきていないですけれども、そうであればなおさ

ら、女性に特化しているのであれば、一般財源と

言えばおかしいですけれども、補助に頼らないで

やったっていい話ですよ、これ。必要であれば。

今、福祉課あるいは教育委員会なりが連携するた

めの考え方を述べました。 

 そういうことを踏まえた中で、しっかりと女性

に寄り添ったサポートをするのだという話であれ

ば、確かに補助事業が８月から２月までだけれど

も、需要がしっかりあるようであれば町単独とし
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て責任を持って延ばしていくのだというような話

が出ればいいですけれども、ただ単に補助の都合

でこういうことをやるというのは、まさに女性を

軽視している。補助金重視の行政ですよ、これ

は。そこの考え方をもう一度お話をお願いしたい

と思います。 

 それから、補正の関係ですけれども、新年度に

なって回って、必要に応じてという話ですけれど

も、それは、必要に応じてというのは、補正では

なくて、私は順番ではないかと思うのです。どこ

を最初にやって、これで足りなければ補正は分か

りますけれども、まず、雪が解けて大変な穴が開

いていて、そこを補修しなければ駄目だとか、こ

ういうところに交通安全の設備を設置しないと危

険だとか、あるいは原材料が現在計画しているも

のより足りないから補正するのだというのなら分

かりますけれども、確かに当初やっていて、さら

にという話には私はならないと思うのです。 

 したがって、順番を、どこを速やかにやるかと

いうのを、雪が解けて、新年度で回るというのは

分かりますけれども、そこら辺の考え方をもう一

度お願いしたいと思います。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 女性に寄り添って

という趣旨であれば、２月で切るのはどうなのだ

ろうというお話かと思います。今回、この事業を

実際、補助ありきというお話もされてございます

が、実は補助メニューを使う前にも庁内では、例

えば防災のほうでストックされているナプキンで

すとか、そういったものを先行して実施できない

かというようなことも検討しましたが、入れ替え

といった部分も必要になりますし、また、有効期

間といいますか、消費期限といったものもあっ

て、なかなかそこまでできないというところに、

こういった補助メニューがあったというところ

で、できないかというようなところで進めたとこ

ろでございます。 

 ２月で切るということではなくて、３月の部分

についても検討できないかという話でございます

が、生理用品が実際にどのくらい必要になるのか

といった部分も正直まだ見えていないところでご

ざいます。生理用品自体は学校のほうに配るとき

に、１人１か月当たり１５個使うような計算でご

ざいますが、それが適切かどうかというところも

ございますので、その部分の中で、もしかしたら

３月の中でも提供できるかもしれませんし、柔軟

な対応が必要かと思ってございます。 

 ただ、補助メニューを使うに当たって実績報告

等がございますが、その部分はルールとしてあり

ますので、適切に対応してまいりたいと思いま

す。適切に対応といいますか、補助以外の部分

の、単費でできないかというところでございます

が、その部分は、町の財政的な部分もございます

ので、なかなかすぐにはお答えできませんが、補

助事業の中でやりくりができるかどうか検討でき

ればと思ってございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） それでは、町道等舗

装補修工事の内容についてですが、当初予算を組

む段階では、１０月、１１月時点で次年度の予定

数量を大体決めていくと。その段階ではまだ冬期

の天候等は分かりませんし、その後どうなるのか

というのも未定の状態です。当初予算では必要最

低限の量だけ見ていますけれども、その後につい

ては、パトロールを行い、天候等によって冬期間

の破損状態、凍結融解によるクラックですとか凍

上で上がるということがございますので、当初見

たものについては、３月、４月の段階で応急度判

断をして、当初ついた予算の数量を発注していく

と。その後、応急度判断の順に、深刻な状態、ま

だ２か月、３か月おける、半年、１年おけるとい

うものをパトロールの中で見据えながら補修をし

ていくということになっております。 

 交通安全施設工事、道路の区画線なのですけれ

ども、こちらも当初予算で見ております。昨今、

痛ましい事故ですとかが日本全国でいろいろ起き

いていますので、交差点部ですとか通学路ですと

かを追加で行うことによって、事前に事故を防げ

るようであれば早く対応していきたいということ

でやっております。 

 原材料につきましても当初予算で見て継続的に

やって、予定も組んでおりますけれども、こちら

も冬期の天候によって破損状況が大きく変わりま
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すので、今回につきましては破損が多かったとい

うことで計上させていただいております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 田村敏郎議員。 

○５番（田村敏郎） いろいろお話ありましたけ

れども、女性に関する問題ですけれども、女性の

デリケートなこういう事業について、事前にどう

いったような下準備というか、どういったような

制度設計というのか、そういうものを具体的に、

こういうものは相談業務でこういうところに上げ

るという意味ではなくて、月々あるものです女性

のそういうものというのは。ですから、補助金だ

けの流れの考えではなくて、こういうものをやる

というのは、ある意味ずっとやる話なのです。

ずっと続くわけです。小学校から中学校、中学校

から高校と。 

 今までの説明を聞きますと、何となくぼやっと

して、分からないけれどもやるのだみたいな感じ

で、こういうデリケートな問題については、もう

少し地に足をつけた形でしっかりと、女性に対し

てサポートしていくのだという意味合いを強く持

たないと、説明を聞いていてもなかなか私にはす

とんと、そうなのだという感じにならないで、何

だろうという、どうしてそうなるのだろうという

ような思いが強くなるのです。 

 したがって、この事業をやる前に、政策推進課

としては、女性に対する事業展開に向けての下調

べというのですか、そういったものをしたのか、

お話をちょっとお聞かせください。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 今の下調べ等、こ

の問題に対する状況でございますが、東京のほう

でアンケート等を実施したというのがございま

す。それは、学生が今回コロナ禍の中でどのくら

い悩まれているかという状況でございまして、５

人に１人は生理等の物品等で困ったという課題を

受けたところでございます。 

 そういった状況が渡島管内、例えば七飯町でも

あるのかというところで情報等を集約したとこ

ろ、函館市内では有志が募って生理用品のナプキ

ンですとか、そういったものを寄附を頂いて、そ

れを公共施設等に配布するような、そういったプ

ロジェクト等も行われてきていると状況を見まし

て、それは都会の話だけではなくて、やはり渡島

管内でも当然同じような課題があるのだというと

ころを認識したところでございます。 

 そういった意味で、七飯町で何ができるかと考

えたときに、海外の例を示しますと、生理用品等

が、トイレットペーパーではないですけれども、

日常的にトイレ等に常備されているという状況も

あって、本来はそういったものが常日頃からある

ことがベストかと思いますが、そういった部分、

なかなか準備できるというのは今のところ難しい

ところでございますが、そういった海外の例なん

かも今後参考になるのかと思ってございます。 

 そういった部分では、女性がずっと使うような

ものについて、本来であれば支援をできればいい

のかもしれませんが、今回、補助メニューを使わ

せていただきまして、女性が悩める課題について

少しでもお力添えができればと思っているところ

でございますので、御理解のほどよろしくお願い

いたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほかございますか。 

 暫時休憩いたします。 

午前１１時１５分 休憩 

───────────── 

午前１１時２５分 再開 

○議長（木下 敏） 休憩前に引き続き、会議を

再開いたします。 

 議案第３６号令和３年度七飯町一般会計補正予

算(第４号)の質疑を続けます。 

 質疑を許します。 

 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） それでは、箇所的には６

か所について質問したいと思います。理解不足の

ところもあるかもしれないので教えていただきた

いということで、お願いしたいと思います。 

 それでは、ページの若い順から聞いていきま

す。 

 一般の６ページ、４款衛生費で補正額の財源内

訳の中で、一般財源がマイナス９３万９,０００

円となっているのですけれども、歳出を見ても

ちょっとよく分からなかったので、ここの説明を



－ 16 － 

ちょっとお願いしたいなと思います。 

 それと２点目は、一般の７ページ、８ページの

１９款繰越金についてです。前年度繰越金として

１,０３２万７,０００円。当初予算５００万円、

今回補正で１,０３２万７,０００円、計１,５３

２万７,０００円となっているのですけれども、

６月の定例会の説明で、一般会計へ繰り越しした

１,１５０万円を除き、概算で実質収支額５,０８

０万円という説明があったのですけれども、ここ

のところで説明があった１,１５０万円と、この

合計の１,５３２万７,０００円の関係です。 

 それと、この後、繰越金というのは幾ら、予算

財源として使用可能なのかどうか、これもまだ確

定していなければ、それはそれであれですけれど

も、そこのところを教えていただきたいと思いま

す。 

 それと次のページ、一般９ページ、１０ページ

の関係で、２款総務費１項総務管理費７目企画費

の中の、ほかの同僚議員も何度か説明していたの

ですけれども、まちづくり政策事業費の１２節委

託料１７４万３,０００円について。これについ

ては、今までの質問のあれを見ていると、実態調

査をしているわけではないので、どれくらい需要

があって、どういう対応をするのかというのは見

えていないようなのですけれども、いろいろな説

明を突き合わせていくと、七飯町男女平等参画推

進協議会のほうに委託すると、７か月でというこ

となのですけれども、実際にどのくらい必要なの

か把握もしていないときに、どのような形で協議

会のほうに委託するのかと。７か月間で１７０万

円を均等に使ってくれというふうに委託するの

か、あるいは困窮者がたくさん来て、どんどん必

要になっていったら途中でなくなってしまいまし

たと、残りのお金が。そうなったときにはどのよ

うな対応をするのかどうか。 

 併せて、１７４万３,０００円で、先ほどから

出ているマスクや生理用品等生活必需品というの

ですけれども、どのくらい購入できるのか、マス

クなら何人分、生理用品なら何人分。生理用品は

結構高いのかと思うので、数からいってそんなに

買えないのかなという気もするのですけれども、

その辺のところをどのように考えているのかと思

います。何人分買えるのか、十分間に合うのか。 

 先ほど同僚議員から、もっと交付金にこだわら

ずにいろいろやったらどうかという話もあったの

ですけれども、僕もそれに賛成なのですけれど

も、あくまでも４分の３補塡するということで逆

算した形でトータルの金額が決まったのか、それ

とももっと必要なのだけれどもこの金額でという

ことなのか、そこのところをもう一度説明してい

ただきたいと思います。 

 それと同じ一般９ページ、１０ページで、４款

衛生費１項保健衛生費２目予防費、新型コロナウ

イルスワクチン接種の７節報償費３６５万３,０

００円の関係で、今、新聞だとかテレビなんかで

いろいろにぎわしているワクチンの供給が、本当

に来るのかと、はしご外されたという表現をして

いる地方自治の代表の方もいらっしゃいますけれ

ども、ここで集団接種協力医師等謝礼金というこ

とで、金額等が決まっているので、何人応援いた

だいたら幾ら払うと出てくると思うのですけれど

も、実際にワクチンの供給、七飯町の場合は心配

しなくてもいいのかどうか。職域でやるのについ

ては新聞なんかで、待ったがかかったとあるので

すけれども、ワクチンの供給について順調に入っ

てくるのかどうかというところの見込み、これに

ついては                   

       情報として教えていただきたいと

思います。 

 それと、５点目としては、一般の１１ページ、

１２ページです。７款商工費１項商工費２目観光

費、ほかの同僚の方からも出ておりましたけれど

も、委託料１００万円ということなのですけれど

も、６月の一般会計補正予算(第３号)でも、同じ

１２節委託料として、観光ＰＲ動画作成等業務委

託料として３００万円計上されておりまして、こ

れとの関係で、今回のＰＲビデオ１００万円とダ

ブるというか、ＰＲばかりしているのではないか

ということで、３００万円と今回の１００万円と

の必要性、そこのところをもうちょっと説明をい

ただきたいのと。 

 ここで財源として半分、５０万円、地方創生推

進交付金というのがあるのですけれども、これは

今回、ＰＲ動画をつくるということで認めても
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らった額なのか、それともフリーに使えるものと

して、もっといろいろな使い方があるのではない

かと思うのですけれども、ほかにこういうことで

使おうとか、こういうような使い方がいいのでは

ないかとか、地方創生推進交付金のよりよい使い

方というか、そういう意味でＰＲ動画以外で何

か、選択肢というか、こういうのをしたらどう

か、こういうのはどうかとか、そういう検討過程

について、もしあれば教えていただきたいと思い

ました。 

 それと、一般１１ページ、１２ページの８款土

木費２項道路橋りょう費２目道路橋りょう新設改

良費です。これについては、今までの同僚議員の

中で触れていなかったと思うのですけれども、町

道等単独改良事業費の１４節工事請負費１,３６

０万円、各地区新設改良等工事というふうになっ

ているのですけれども、これはどこなのか。先ほ

どの当初の提案説明の中では、要望を受けたもの

で、それを実施するのだという話なのですけれど

も、具体的にどこなのかというのと、何か所ぐら

いのものなのかということと。 

 先ほど同僚議員も言っていましたけれども、な

ぜこの時期なのかというのと、本予算に計上すべ

きではないのかと。歳入には全部債権の発行にな

りますので、道路橋りょう債なので、交付金を待

つとかいうこともないので、もっと早くきちっと

やるべきものではなかったのか、なぜこの時期

に、中途半端なこんな金額なのかというところを

説明いただければと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 答弁に入る前に若山議員に

申し上げます。 

 先ほど質疑の中で、             

   というような言葉があったので、そこの部

分は、これは予算審議を今やっている質疑を受け

ていますので、そこの部分だけ削除させてもらい

ます。そこの部分というのは、         

       という余分な言葉を言っていまし

たので、そこの部分は。 

 若山議員。 

○１５番（若山雅行） 控え目に、直接は関係な

いかもしれないけれどもということでお話しして

いるので、特にそういう注意を受けなくてもいい

のかなと思うのですけれども、いけないものなの

でしょうか。その辺のところ、議長の指示には従

います。 

○議長（木下 敏） 会議録に残りますと、一応

予算の提案を受けて、予算の質疑を受けますと

言っている中で、質疑している人が、      

           否定した形で質疑される

と、やはり整合性が取れにくいので、今後は、で

きたらそういう言葉は、そこの部分だけ。   

         関連性があるから質疑してい

ると思うので、      というようなことを

発言するのは慎んでほしいということで、それは

私の職権で、そこの部分だけ精査させてください

ということです。いいですか。(「はい」の声あ

り) 

 それでは、答弁に入ります。 

 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） それでは、１点

目と２点目についてお答えいたします。 

 最初、補正予算書の一般の６ページ、議員が４

款衛生費の中で財源内訳の欄、一般財源が△９３

万９,０００円になっている財源内訳の関係だと

思いますけれども、こちらについては、一般の９

ページを御覧いただきたいと思います。 

 ９ページに、左側、衛生費からあります。今

回、補正予算として、これは目に対して財源充当

を行っているわけなのですけれども、予防費、環

境保全対策費、健康センター管理費、これの総額

の補正予算額が衛生費として１,２９４万２,００

０円ございます。これから財源が当てはまってい

くのですけれども、国、道支出金で６４８万１,

０００円、地方債は７４０万円、この差し引きの

残額が一般財源とありますけれども、これは△９

３万９,０００円。内訳は、その下に書いてる金

額のとおりとなります。 

 続いて、一般の７ページ、８ページ、前年度繰

越金の関係について質問されておりますので、こ

ちらを答弁させていただきます。 

 前年度繰越金については、当初予算で５００万

円を計上しております。今回、第４号補正予算で

１,０３２万７,０００円を計上して、今現在の執
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行予算額としては１,５３２万７,０００円計上さ

せていただいております。これの繰越金の確定

額、これは６月１日に確定して、総額で６,４９

０万９,５５５円、約６,４９０万円として計算し

ますと、この金額が確定しております。 

 次に、６月の定例会で、令和２年度から令和３

年度への繰越事業として、これの繰越明許費繰越

金が、繰り越すべき一般財源になりますが、これ

は１,１５２万２,０００円として報告させていた

だいておりまして、先ほどの１,５３２万７,００

０円と合わせますと、現時点で、繰越金について

は２,６８４万９,０００円が執行予算として計上

されております。ですので、この残額が今後の補

正予算として対応可能な額となります。 

 ６,４９０万９,５５５円から１,１５２万２,０

００円を差し引いた５,３３８万７,５５５円が補

正予算として使用可能な額なのですけれども、こ

れの２分の１の額を９月定例会で財政調整基金に

積立ていたします。約２,６６９万４,０００円以

上の額を積み立てることとなりますが、これを差

し引いた残額として、今後、使用可能額は１,１

３６万７,０００円が、今後、繰越金として使用

可能な額となっております。 

 説明が数字ばかりで分かりづらいかと思います

けれども、執行予算額としては２,６８４万９,０

００円が現在補正予算額として出ております。繰

越金の決算額としては６,４９０万９,５５５円が

繰越金の調定額になります。今後使用可能な財源

としては３,８０６万１,０００円ということにな

りますので、御理解のほどよろしくお願いいたし

ます。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 生活困窮女性等つ

ながりサポート事業の関係で答弁させていただき

ます。 

 この事業実施に関係します事業の内訳でござい

ますけれども、１７４万３,０００円の補助金の

うち２分の１以下を生理用品等の購入費用に充て

る必要がございます。これは補助事業のルールの

中でそういったルールがあるものですから、その

制限の中で購入することで考えております。この

ため生理用品等の購入費用は８５万円。それ以外

の活動に関する部分でいうと８９万３,０００円

がアウトリーチ型の相談ですとか、そういったも

のに使われるところでございます。 

 そして、８５万円の内訳でございますが、生理

用ナプキンを１パック７００円でございまして、

それを６００パックということで補助申請時には

予定してございました。サニタリーショーツが１

枚当たり１,０００円を７０枚で７万円。そのほ

か５０枚入りのマスク８００円、４５０箱という

ことで計算してございまして、補助申請したとこ

ろでございますが、最近の価格調査等をします

と、実際にナプキンの金額等も大分下がっており

まして、１パック当たり３５０円というような状

況でございます。そういった意味でいうと個数も

多く確保できるのかと思っております。 

 実際に小学校、中学校、高校の女性８４６名で

ございますが、その方々が１人１か月当たり１５

個使用するといった場合の７か月分で計算します

と７７万７,０００円でございます。全ての方が

利用するとしても８５万円の金額内で収まること

から、十分足り得るのかと思ってございます。 

 ただ、設置方法なのですけれども、例えば女性

のトイレに置くものですから、もしかするとコロ

ナ禍でなくても使用されるとか、持ち帰るような

ことも若干考えられる場合もありますが、そう

いった部分は、事業のスタート時において、使用

状況等を見ながら、例えば場所を変えるだとか、

そういった柔軟な対応が必要になってくるのかと

思ってございます。 

 そして、もしこの事業費が足りなくなったらと

いうことでございますが、足りなくなる前に個数

だとかを若干調整していく必要があろうかと思っ

てございます。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） それでは、

ワクチンの状況について答弁させていただきま

す。 

 現在、ワクチンの供給状況については、今のと

ころ順調に入ってきているような流れになってい

ます。９月末までの予約には全て対応できるよう
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なワクチンの確保がされている状況でございます

けれども、今後、１０月以降の供給状況がどのよ

うに変わっていくのか、このまま維持、保たれて

いくのかということは、道や国の状況を見据えな

がら要望してまいりたいと考えております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 商工観光課長。 

○商工観光課長（福川晃也） 私のほうからＰＲ

動画作成等業務委託の関連で御答弁申し上げたい

と思います。 

 今回の補正もそうなのですが、このたびの地方

創生推進交付金関連の事業につきましては、前回

議決をいただきました関連事業も含めまして、大

きく２本の事業によって成り立っているものでご

ざいます。 

 一つが、恋人の聖地を有する１８の市町村が共

同して情報発信の基盤整備を行う事業が一つ。そ

のほかが、七飯町の場合は、七飯町のシティプロ

モーションに関連する事業、この２本で、大きく

地方創生推進交付金の事業として構成していると

ころでございます。 

 このたびのＰＲ動画作成等業務委託につきまし

ては、七飯町といたしましてのシティプロモー

ション事業の一環として提案をさせていただいて

ございます。 

 前回もＰＲ動画の作成、このたびも動画作成

と、同じような内容になってございますが、こう

いう形になりましたのも、実は共同で実施する情

報提供の基盤事業に対しまして、七飯町としての

コンテンツを提案するというような考え方で、１

回目は、恋人の聖地を中心とした観光ＰＲプロ

モーションの動画作成、このたびは、食と結びつ

けた七飯町のシティプロモーションのＰＲ動画作

成という考え方でございます。こういう形で、そ

れぞれの自治体の特色を生かしたものを、このよ

うにしてシティプロモーションにつなげていくと

いうのがこのたびの事業でございます。 

 特に、今回、事業採択におきましては、事業費

の２分の１、２,２９０万円が交付決定を受けて

いるところでございますが、現下の新型コロナウ

イルス感染症によりまして、当初予定しておりま

す事業が実施できなくなる。例えば七飯町の場合

は、これらを充当する事業といたしましては、各

種イベント開催の負担金、補助金等とか、あとは

パンフレットの印刷製本とか、そういったものに

充当する予定で当初は考えてございました。既存

の事業を中心に、これらを充当していくという考

えの下に進めてきたところでございますが、コロ

ナウイルス感染症の影響によりまして実施が難し

いもの、実施できなかったもの、例えば湖水まつ

りに関する補助金とか、そういったものが実施で

きない状況になってございます。 

 この交付金のルールといたしましては、事業費

の８割以上を実施することということが原則とし

て求められてございますので、こういった形で随

時、七飯町のシティプロモーション事業として実

施している事業につきまして、これらを充当して

いきたいと考えてございますので、御理解のほど

よろしくお願いいたします。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） それでは、道路橋

りょう新設改良費の工事請負費についてお答えい

たします。 

 どこをやるのかという御質問でございますけれ

ども、本町地区が２路線、大川地区が１路線、大

中山地区が１路線ということになります。計何か

所ということは、４か所直します。 

 何で今なのか、当初でもいいのではないか、

もっと早くできないのかということでございます

けれども、土木課が管理する町道は、七飯町内で

３０９キロございます。その中で、舗装路につき

ましては２３０キロ程度ありますけれども、なか

なかそれを土木課のコントロール下において、全

てをいつやる、いつ直すというふうにはいかない

状況です。 

 先ほども言いましたけれども、気象条件、降雨

条件、悪天荒天それぞれありますけれども、そう

いう自然の中で道路もおりますので、寒ければ凍

ります。暖かければ解けます。その中で凍結融解

を繰り返すにつれて、液体が固体になるには体積

が１.１倍になりますので、道路の中で１.１倍に

なると舗装路は破壊されます。そういうことが最

初からは分からないと。一冬越してみないと分か
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らないという状況もございます。 

 その中で、先ほど道路の応急度判断の話をしま

したけれども、あとどのくらいもつのか、いつで

いいのかという計画は持っておりますけれども、

なかなか計画どおりにはいかないという中で、当

初は当初で予算計上させていただきますけれど

も、その中で、２月、３月と、春、夏に向けて路

面状況とか排水の状況を見ながら、本当は当初で

見られればいいのですけれども、なかなかそうも

いかないという部分もございますので。 

 今回の現場も、行って見ていただければ、大川

については舗装のオーバーレイ工事なのですけれ

ども、大中山コモンの縦から旧国道を函館側に走

るとクラックがひどいのが分かると思います。ク

ラックがひどい中で凍結融解を、この冬を乗り切

るためには、凍結融解によって道路が破壊されて

しまって、冬期間にそれを直すということはなか

なか困難になりますので、そちらは技術者として

の判断をもって、冬の前に直さなければならない

ということで予算計上させていただいておりま

す。 

 ほかの箇所につきましても、排水ですとか町内

会要望ですとか、いろいろなものがございまし

て、補正計上させていただいております。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） 僕もじっくり見ていない

ところもあったりして、答弁すみませんでした。 

 ダブっているかもしれないのですけれども、繰

越金の関係でいくと、いろいろ数字が出たので

はっきりあれだったのですけれども、あと使える

のは１,１３６万７,０００円が理論上、予算計上

可能で、繰越金としては使えるということでいい

のかどうか、メモした数字はそれしかないので、

それでいいのかどうか一つと。 

 それと、困窮女性とか何とか、七飯町男女平等

参画推進協議会のほうに委託するのに、７か月で

この予算を使ってくれというふうにお願いするの

か、必要な人がどんどん来たら配布するのかどう

か含めて、困窮していない女性が来たら配布しな

いのかどうか、その辺のやり取りについて、これ

については、やり方も含めて全部委託してしまう

のであれなのかもしれないのですけれども、これ

は町のほうには１か月ごとに集計とか、どのくら

い来てどうなのかというのは絶えず分かって、困

窮女性ということなので、個人情報の機微の最た

るものなのかもしれないので、扱いは大変なのか

もしれないのですけれども、七飯町のほうにき

ちっと、何人相談を受けてどうだとか、そういう

ことはできるようになっているのか。 

 困窮女性だけではなくて、孤独とか不安とか、

そういうものを解消するとか、そういう相談相手

ということもあるようなので、そういう意味で

は、マスクを配るだけが役割ではないとは思うの

ですけれども、ただ、ＰＲビデオをつくるだけで

１００万円もかかってあれなのに、８０何万円し

か用意しないというのはちょっと。僕もマスク１

個幾らでどうかというのは分からないのであれな

のだけれども、少ないのではないかと思ったりし

て、政策推進課長のほうには、もし不足するよう

であれば、その期間については十分事業を行って

いきます。早い者勝ちで、打切りですということ

がないということを確認させていただいて、調査

していないので、僕のほうでこれだけいますとか

と言えないので、分かりませんけれども、十分、

困窮している女性、困窮しているのは女性だけで

はなくて子供だったり、いろいろな職業の方もた

くさんいるので、ほかのところでも支援は考えて

いただきたいと思うのですけれども、少なくとも

女性に対する支援については、今回の予算を呼び

水として、十分対応していくというような答弁を

いただきたいのですけれども、そこのところはい

かがでしょうかということと。 

 あと、ワクチンの供給については、七飯町が要

求している数字についてはきちっと入っています

と。削られたり、在庫があるところについては削

りますというような、どういう仕組みでどうなの

かよく分からないからあれなのですけれども、今

のところ七飯町についてはそういうのはないです

ということで、影響を受けていないのかどうか、

そこのところをもう一度答弁いただきたいと思い

ます。 

 それとあと、町道単独改良費の関係なのですけ

れども、この時期に必ず出てくるような、予算と
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しては、補正として必ず出てくるようなもので

あって、今回この時期にこれが来たのは別に目新

しいものではないですと。いろいろ相談したり調

べたりしていくと、当初予算には計上できないけ

れども、用意でき次第速やかにやっていきますと

いう考え方で、たまたま今回この金額ということ

でよろしいのかどうか。あるいは、本来はもっと

やりたいのだけれども、予算が厳しいのでこれだ

けで終わったのか、十分必要なものをやれている

のかどうか、そこのところを確認しておきたいと

思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 総務財政課長。 

○総務財政課長（青山栄久雄） それでは、繰越

金の再質問についてお答えいたします。 

 今後、補正使用可能は、先ほどおっしゃった

１,１３６万７,０００円で間違いないのですけれ

ども、今後、補正用として整理している金額とし

ては３,８０６万１,０００円です。さらにそこか

ら２,６６９万４,０００円以上の額を積立金に積

立てますので、残った残額１,１３６万７,０００

円が補正財源として使用可能ということの説明に

なりますので、御理解いただきたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 女性対応の部分で

ございますけれども、女性の呼び水等ということ

でお話ございました。今回、この事業につきまし

ては、長引くコロナでいろいろな事情ということ

で、様々な課題に対応する必要があると思ってご

ざいます。そういった部分では、寄り添った形で

の気持ちでやらなければ事業として成り立たない

のかなと思ってございますので、生理用品等、マ

スク等が早い者勝ちといったような形ではなく

て、相談しやすい環境をつくって、できるだけ多

くの方が相談できるような体制づくりに努めてま

いりたいと思ってございますので、御理解のほど

よろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 子育て健康支援課長。 

○子育て健康支援課長（岩上 剛） ワクチンの

供給状況でございますけれども、これにつきまし

ては、毎月定期的に道や国に対して数量の要望調

査を出して、国や道のほうから適正な数を分配す

るという流れでこれまで来ております。 

 また、ワクチンの使用期限なども決まっている

ものですから、あらかじめ多くストックして、大

量に確保するということの流れでは、これまで七

飯町のほうでは取り扱ってきておりませんので、

今後、身の丈に合った供給量の要望をしてまいり

たいと考えております。 

 これについては、まだ具体的に道や国のほうか

ら、数量が縮小されるとか、圧縮されるという情

報が具体的にないものですから、これについては

注視して行ってまいりたいと思っております。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 土木課長。 

○土木課長（佐々木陵二） それでは、土木費に

ついて御説明いたします。 

 先ほども言いましたけれども、予算計上する段

階が１０月、１１月、１２月頃に考えると。この

頃には、まだもつであろう、もっともってほしい

という状況の中で予算計上していないものという

のが、どうしても７月で出てきてしまいます。そ

のほかに冬期間過ごした上で壊れた、春の段階で

壊れたというものが出てきてしまうのは仕方がな

いかなと。そういったものに対して、町道整備５

か年計画ですとか、いろいろな修繕計画、橋梁計

画、舗装の個別計画等々の計画もありますけれど

も、なかなか計画のとおりにはいかないと。そう

いうものに対して臨機応変に対応して、道路を通

行する、道路法にもありますけれども、道路管理

者は常に良好な状態を保たなければならないと、

その義務があるということをうたっておりますの

で、事故が起きるとか、通行しづらい、けがをし

やすいという状態の道路を維持していくわけには

いきませんので、通行しやすい、走りやすい、事

故がない、けががないというような安心・安全な

まちづくりを目指していかなければなりません

し、その中で、潤沢な予算があれば、技術者とし

ては幾らでもやりたい。常にピカピカの状態の道

路を保ちたいと思っておりますけれども、なかな

か、延命しながら、長寿命化計画とか、橋梁に関

しましては、５０年の耐用年数を１００年まで
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持っていこうと。そこまで延命して、予算を有効

に使っていこうという計画、舗装の個別計画もそ

うなっておりますので、なるべく最小の投資で最

高の効果を発揮できるようにもっていって、なる

べく延命して、使えるものは使う。耐用年数を延

ばせるものは延ばすということで、その辺の予算

を考えながら道路ストックもありますので、その

中で考えて予算計上させていただいておりますの

で、御理解賜りたいと思います。 

 以上です。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） すみません。先ほ

ど答弁漏れございましたので、１点、答弁させて

いただきます。 

 事業の実施につきまして、男女平等参画推進協

議会との連携のところで、毎月報告という話でご

ざいますけれども、その部分は、活動費と消耗品

等を購入する２分の１のルールがございますの

で、その部分は、毎月どのくらいの活動があった

のかということを報告していただきますし、どう

いった内容で御相談をいただいているのかという

部分もきめ細かく把握しながら、必要な個数等も

準備する。そして適切なサービスが提供できるよ

うにしてまいりたいと思ってございますので、御

理解のほどよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） 若山雅行議員。 

○１５番（若山雅行） １点だけ、今の最後の答

弁の関係なのですけれども、ということは、毎月

委託先について報告を求めて、何人来たとか、ど

う使ったかというのは報告を求めて、町として

は、絶えず進捗だとか、潜在的なニーズがどうだ

とか、うまくいっているかどうかとか、それにつ

いてはきちっと把握というか、委託事業なので、

任せ切りということはなくて、きちっとそれにつ

いしては把握して、必要な政策というか、協議し

たり、場合によってはいろいろな助けを出すと

か、そういう準備はあるというふうに考えて、最

低でも月に１回とか、その都度とか、報告書とか

をもらって対応するということでよろしいのかど

うか、そこのところだけお願いします。 

○議長（木下 敏） 政策推進課長。 

○政策推進課長（中村雄司） 今、議員おっ

しゃったとおり、事業を協議会任せということで

はなくて、町のほうもどのくらい悩んでいる方と

いう部分を把握させていただき、よりよいサービ

スが提供できるような部分ということは常日頃考

えていかなければなりませんので、毎月御報告い

ただいた中で、今後の検討等も含めて進めてまい

りたいと思ってございますので、御理解のほどよ

ろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（木下 敏） ほか、質疑ございません

か。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 質疑を終わります。 

 これより、討論を許します。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 討論を終わります。 

 これより、採決を行います。 

 議案第３６号令和３年度七飯町一般会計補正予

算（第４号）を原案のとおり可決することに御異

議ございませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（木下 敏） 御異議なしと認めます。 

 よって、本案は、原案のとおり可決されまし

た。 

  ─────────────────── 

閉 会 宣 告           

  ─────────────────── 

○議長（木下 敏） 以上で、本臨時会に付議さ

れた全ての案件の審議は終了いたしました。 

 よって、令和３年第２回七飯町議会臨時会を閉

会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後 ０時０１分 閉会 
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